
産 業 都 市 委 員 会 

平成３０年３月２２日 

墨田区営住宅条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （使用者の資格） 

第６条 区営住宅を使用することができる者

は、申込みをした日において、次に掲げる 

要件を満たしている者でなければならない。

 ⑴ 墨田区内に引き続き１年以上居住して

いること。 

 ⑵～⑷ 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 第１項第４号アに規定する場合は、次の

いずれかに該当する場合とする。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ 同居者に１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある者がある場

合 

 （使用料の決定） 

第１１条 区営住宅の使用料は、毎年度、第

２７条の規定により認定された収入に基づ

き、近傍同種の住宅の家賃（毎年度、令第

３条及び令第１６条第１項に定める算定方

法により算定した額をいう。以下同じ。）

以下で令第２条及び令第１６条第１項に定

める 

算定方法により算定した額とする。ただし、

第２６条の規定による使用者からの収入に

関する報告がない場合において、法第３４

条の規定による報告の請求を行ったにもか

かわらず使用者がその請求に応じないとき

は、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の

住宅の家賃とする。 

２ 〔略〕 

３ 区長は、使用者（公営住宅法施行規則 

 （昭和２６年建設省令第１９号。以下「省

令」という。）第８条各号に掲げる者に限

る。第２９条第２項において同じ。）が第

２６条の規定による収入に関する報告をす

ること及び法第３４条の規定による報告の

請求に応じることが困難な事情にあると認

めるときは、第１項の規定にかかわらず、 

 当該使用者の区営住宅の使用料を、毎年度、

 省令第９条で定める方法により把握し、第

 〔同左〕 

第６条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 墨田区内に居住していること。 

 

 ⑵～⑷ 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 〔同左〕 

 

⑴～⑶ 〔略〕 

⑷ 同居者に小学校就学の始期に達するまで

の者がある場合 

 

〔同左〕 

第１１条 区営住宅の使用料は、毎年度、第

２７条の規定により認定された収入に基づ

き、近傍同種の住宅の家賃（毎年度、令第

３条及び第１５条第１項に定める算定方法

により算定した額をいう。以下同じ。）以

下で令第２条及び第１５条第１項に定める 

算定方法により算定した額とする。ただし、

第２６条の規定による使用者からの収入に

関する報告がない場合において、法第３４

条の規定による請求を行ったにもかかわら

ず使用者がその請求に応じないときは、当

該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の

家賃とする。 

 

２ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２７条の規定により認定した当該使用者及

びその同居者の収入に基づき、近傍同種の

住宅の家賃以下で令第２条及び令第１６条

第１項に定める算定方法により算定した額

とすることができる。 

 （建替事業等に係る使用料の特例） 

第１４条 区長は、次の各号のいずれかに該

当する場合において、新たに使用を許可さ

れた区営住宅の使用料が従前の区営住宅の

最終の使用料を超えることとなり、かつ、

当該使用者の居住の安定を図るため必要が

あると認めるときは、第１１条第１項若し

くは第３項、第２９条第１項若しくは第２ 

項又は第３２条第１項の規定にかかわらず、

令第１２条及び令第１６条第２項で定める

ところにより、当該使用者の使用料を減額

するものとする。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

（同居の許可） 

第１９条 使用者は、当該区営住宅の使用の

際に同居した者以外の者を新たに同居させ

ようとするときは、省令第１１条に定める

ところによるほか、規則で定めるところに 

より、区長の許可を受けなければならない。

 

 

（使用の承継) 

第２０条 使用者が死亡し、又は退去した場

合において、その死亡時又は退去時に当該

使用者と同居していた者が引き続き当該区

営住宅に居住することを希望するときは、

省令第１２条に定めるところによるほか、

規則で定めるところにより、区長の許可を

受けなければならない。 

（収入の認定等） 

第２７条 区長は、前条の報告（第１１条第

３項又は第２９条第２項の規定により、省

令第９条で定める方法により収入を把握し

た場合を含む。）その他の資料に基づき、

使用者及び同居者の収入を認定し、使用者

にその認定した額、収入超過基準（次条に 

 規定する金額をいう。第４項において同 

 じ。）の超過の有無その他必要な事項を通

 

 

 

 

 

〔同左〕 

第１４条 区長は、次の各号のいずれかに該

当する場合において、新たに使用を許可さ

れた区営住宅の使用料が従前の区営住宅の

最終の使用料を超えることとなり、かつ、

当該使用者の居住の安定を図るため必要が

あると認めるときは、第１１条第１項、第

２９条第１項又は第３２条第１項の規定に

かかわらず、令第１１条及び第１５条第２

項で定めるところにより、当該使用者の使

用料を減額するものとする。 

 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

〔同左〕 

第１９条 使用者は、当該区営住宅の使用の 

 際に同居した者以外の者を新たに同居させ 

 ようとするときは、公営住宅法施行規則 

 （昭和２６年建設省令第１９号。以下「省

令」という。）第１０条に定めるところに

よるほか、規則で定めるところにより、区

長の許可を受けなければならない。 

〔同左〕 

第２０条 使用者が死亡し、又は退去した場

合において、その死亡時又は退去時に当該

使用者と同居していた者が引き続き当該区

営住宅に居住することを希望するときは、

省令第１１条に定めるところによるほか、

規則で定めるところにより、区長の許可を

受けなければならない。 

〔同左〕 

第２７条 区長は、前条の報告その他の資料

に基づき、使用者及び同居者の収入を認定

し、使用者にその認定した額、収入超過基

準（次条に規定する金額をいう。第４項に

おいて同じ。）の超過の有無その他必要な

事項を通知する。 

 

 



知する。 

２～６ 〔略〕 

（収入超過者の使用料） 

第２９条 使用者が収入超過者である場合に

おいて当該区営住宅を引き続き使用してい

るときは、第１１条第１項の規定にかかわ

らず、毎年度、第２７条の規定により認定

された収入に基づき、近傍同種の住宅の家

賃以下で、令第８条第２項及び令第１６条

第１項に定める算定方法により算定した額

の使用料を納付しなければならない。 

２ 区長は、使用者が前項の規定に該当する

場合において第２６条の規定による収入に

関する報告をすること及び法第３４条の規

定による報告の請求に応じることが困難な

事情にあると認めるときは、第１１条第３

項及び前項の規定にかかわらず、当該使用

者の区営住宅の使用料を、毎年度、省令第

９条で定める方法により把握し、第２７条

の規定により認定した当該使用者及びその

同居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の

家賃以下で令第８条第３項の規定により準

用する同条第２項及び令第１６条第１項に

定める算定方法により算定した額とするこ

とができる。 

３ 第１３条第１項から第４項までの規定は、

前２項の使用料について準用する。 

（高額所得者の使用料等） 

第３２条 使用者が高額所得者である場合に

おいて当該区営住宅を引き続き使用してい

るときは、第１１条第１項及び第３項並び

に第２９条第１項及び第２項の規定にかか

わらず、当該区営住宅の使用料は、近傍同

種の住宅の家賃とする。 

２・３ 〔略〕 

 

２～６ 〔略〕 

〔同左〕 

第２９条 使用者が収入超過者である場合に

おいて当該区営住宅を引き続き使用してい

るときは、第１１条第１項の規定にかかわ

らず、毎年度、第２７条の規定により認定

された収入に基づき、近傍同種の住宅の家

賃以下で、令第８条第２項及び第１５条第

１項に定める算定方法により算定した額の

使用料を納付しなければならない。 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第１３条第１項から第４項までの規定は、

前項の使用料について準用する。 

〔同左〕 

第３２条 使用者が高額所得者である場合に

おいて当該区営住宅を引き続き使用してい

るときは、第１１条第１項及び第２９条第

１項の規定にかかわらず、当該区営住宅の

使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。 

 

２・３ 〔略〕   

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１１条第１項の改正

規定、第１４条の改正規定（「第１１条及び第１５条第２項」を「第１２条及び令

第１６条第２項」に改める部分に限る。）、第１９条の改正規定（「第１０条」を



「第１１条」に改める部分に限る。）並びに第２０条及び第２９第１項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第６条第１項第１号及び同条第５項第４号の規定は、こ

の条例の施行の日以後に区営住宅の使用の申込みがあったものから適用し、同日前

に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※ 公営住宅法の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  
 （家賃の決定） 

第１６条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、

 入居者からの収入の申告に基づき、当該入

居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、

規模、建設時からの経過年数その他の事項

に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃（次

項の規定により定められたものをいう。以

下同じ。）以下で、政令で定めるところに

より、事業主体が定める。ただし、入居者

からの収入の申告がない場合において、第

３４条の規定による報告の請求を行つたに

もかかわらず、公営住宅の入居者がその請

求に応じないときは、当該公営住宅の家賃

は、近傍同種の住宅の家賃とする。 

２・３ 〔略〕 

４ 事業主体は、公営住宅の入居者（介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第５条の

２第１項に規定する認知症である者、知的

障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）

にいう知的障害者その他の国土交通省令で

定める者に該当する者に限る。第２８条第

４項において同じ。）が第１項に規定する

収入の申告をすること及び第３４条の規定

による報告の請求に応じることが困難な事

情にあると認めるときは、同項の規定にか

かわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の

家賃を、毎年度、政令で定めるところによ

り、同条の規定による書類の閲覧の請求そ

の他の国土交通省令で定める方法により把

握した当該入居者の収入及び当該公営住宅

の立地条件、規模、建設時からの経過年数

その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住

宅の家賃以下で定めることができる。 

５ 事業主体は、第１項又は前項の規定にか

かわらず、病気にかかつていることその他

特別の事情がある場合において必要がある

と認めるときは、家賃を減免することがで

きる。 

６ 前各項に規定する家賃に関する事項は、

条例で定めなければならない。 

 〔同左〕 

第１６条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、

 入居者からの収入の申告に基づき、当該入

居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、

規模、建設時からの経過年数その他の事項

に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃（次

項の規定により定められたものをいう。以

下同じ。）以下で、政令で定めるところに

より、事業主体が定める。ただし、入居者

からの収入の申告がない場合において、第

３４条の規定による請求を行つたにもかか

わらず、公営住宅の入居者がその請求に応

じないときは、当該公営住宅の家賃は、近

傍同種の住宅の家賃とする。 

２・３ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業主体は、第１項の規定にかかわらず、

 病気にかかつていることその他特別の事情

がある場合において必要があると認めると

きは、家賃を減免することができる。 

 

５ 〔同左〕 

 



 （収入超過者に対する措置等） 

第２８条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１６条第３項、第５項及び第６項並び

に第１９条の規定は、前項に規定する公営

住宅の家賃について準用する。 

４ 事業主体は、公営住宅の入居者が第２項

の規定に該当する場合において同項に規定

する収入の申告をすること及び第３４条の

規定による報告の請求に応じることが困難

な事情にあると認めるときは、第１６条第 

 ４項の規定及び第２項の規定にかかわらず、

 当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎

年度、政令で定めるところにより、同条第

４項の国土交通省令で定める方法により把

握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、

近傍同種の住宅の家賃以下で定めることが

できる。 

５ 第１６条第５項及び第６項並びに第１９

条の規定は、前項に規定する公営住宅の家

賃について準用する。 

第２９条 〔略〕 

２ 事業主体は、区域内の住宅事情その他の

事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を

図るため特に必要があると認めるときは、

前項の規定にかかわらず、政令で定める基

準に従い、条例で、公営住宅の明渡しの請

求に係る収入の基準を別に定めることがで

きる。 

３ 第１項の政令で定める基準及び前項の条

例で定める基準は、前条第１項の政令で定

める基準を相当程度超えるものでなければ

ならない。 

４ 第１項の期限は、同項の規定による請求

をする日の翌日から起算して６月を経過し

た日以後の日でなければならない。 

５ 第１項の規定による請求を受けた者は、

同項の期限が到来したときは、速やかに、 

 当該公営住宅を明け渡さなければならない。

６ 公営住宅の入居者が第１項の規定に該当

する場合において当該公営住宅に引き続き

入居しているときは、当該公営住宅の毎月

の家賃は、第１６条第１項及び第４項並び

 〔同左〕 

第２８条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１６条第３項から第５項まで及び第１

９条の規定は、前項に規定する公営住宅の

家賃について準用する。 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔新設〕 

 

 

第２９条 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の政令で定める基準は、前条第１項

の政令で定める基準を相当程度超えるもの

でなければならない。 

 

３ 〔同左〕 

 

 

４ 〔同左〕 

 

 

５ 公営住宅の入居者が第１項の規定に該当

する場合において当該公営住宅に引き続き

入居しているときは、当該公営住宅の毎月

の家賃は、第１６条第１項及び前条第２項



に前条第２項及び第４項の規定にかかわら

ず、近傍同種の住宅の家賃とする。 

７ 事業主体は、第１項の規定による請求を

受けた者が同項の期限が到来しても公営住

宅を明け渡さない場合には、同項の期限が

到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡

しを行う日までの期間について、毎月、近

傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する

額以下の金銭を徴収することができる。 

８ 事業主体は、第１項の規定による請求を

受けた者が病気にかかつていることその他

条例で定める特別の事情がある場合におい

て、その者から申出があつたときは、同項

の期限を延長することができる。 

９ 第１６条第５項及び第６項並びに第１９

条の規定は、第６項に規定する家賃又は第

７項に規定する金銭について準用する。 

 （収入状況の報告の請求等） 

第３４条 事業主体の長は、第１６条第１項

若しくは第４項若しくは第２８条第２項若

しくは第４項の規定による家賃の決定、第

１６条第５項（第２８条第３項若しくは第

５項又は第２９条第９項において準用する

場合を含む。）の規定による家賃若しくは

金銭の減免、第１８条第２項の規定による

敷金の減免、第１９条（第２８条第３項若

しくは第５項又は第２９条第９項において 

 準用する場合を含む。）の規定による家賃、

 敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第２９条

第１項の規定による明渡しの請求、第３０

条第１項の規定によるあつせん等又は第４

０条の規定による公営住宅への入居の措置

に関し必要があると認めるときは、公営住

宅の入居者の収入の状況について、当該入

居者若しくはその雇主、その取引先その他

の関係人に報告を求め、又は官公署に必要

な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記

録させることを求めることができる。 

 （公営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第４３条 事業主体は、第４０条第１項の規

定により公営住宅の入居者を新たに整備さ

れた公営住宅に入居させる場合において、

新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公

の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家

賃とする。 

６ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

７ 〔同左〕 

 

 

 

 

８ 第１６条第４項及び第５項並びに第１９

条の規定は、第５項に規定する家賃又は第

６項に規定する金銭について準用する。 

 〔同左〕 

第３４条 事業主体の長は、第１６条第１項

若しくは第２８条第２項の規定による家賃

の決定、第１６条第４項（第２８条第３項

又は第２９条第８項において準用する場合

を含む。）の規定による家賃若しくは金銭

の減免、第１８条第２項の規定による敷金

の減免、第１９条（第２８条第３項又は第 

 ２９条第８項において準用する場合を含 

 む。）の規定による家賃、敷金若しくは金

銭の徴収の猶予、第２９条第１項の規定に

よる明渡しの請求、第３０条第１項の規定

によるあつせん等又は第４０条の規定によ

る公営住宅への入居の措置に関し必要があ

ると認めるときは、公営住宅の入居者の収

入の状況について、当該入居者若しくはそ

の雇主、その取引先その他の関係人に報告

を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧さ

せ、若しくはその内容を記録させることを

求めることができる。 

 

 〔同左〕 

第４３条 事業主体は、第４０条第１項の規

定により公営住宅の入居者を新たに整備さ

れた公営住宅に入居させる場合において、

新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公



営住宅の最終の家賃を超えることとなり、

当該入居者の居住の安定を図るため必要が

あると認めるときは、第１６条第１項若し

くは第４項、第２８条第２項若しくは第４ 

項又は第２９条第６項の規定にかかわらず、

政令で定めるところにより、当該入居者の

家賃を減額するものとする。 

２ 第１６条第６項の規定は、前項の規定に

よる家賃の減額について準用する。 

営住宅の最終の家賃を超えることとなり、

当該入居者の居住の安定を図るため必要が

あると認めるときは、第１６条第１項、第

２８条第２項又は第２９条第５項の規定に

かかわらず、政令で定めるところにより、

当該入居者の家賃を減額するものとする。 

 

２ 第１６条第５項の規定は、前項の規定に

よる家賃の減額について準用する。   

【施行期日】平成２９年７月２６日 

 

※公営住宅法施行令の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前   
 （家賃の算定方法） 

第２条 公営住宅法（以下「法」という。）

第１６条第１項本文及び第４項の規定によ

る公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎

額に次に掲げる数値を乗じた額（当該額が

近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合に

あつては、近傍同種の住宅の家賃の額）と

する。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 （法第２８条に規定する収入の基準及び収

入超過者の家賃の算定方法） 

第８条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 前項の規定は、法第２８条第４項の規定

による公営住宅の毎月の家賃について準用

する。この場合において、前項中「第１６

条第１項本文」とあるのは「第１６条第４

項」と、「同項本文」とあるのは「同項」

と読み替えるものとする。 

 （法第４３条第１項及び第４４条第４項に

規定する家賃の特例） 

第１２条 事業主体は、法第４３条第１項又

は第４４条第４項の規定により、新たに入

居する公営住宅の家賃の額から従前の公営

住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の

表の上欄各項に定める入居期間の区分に応

じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた

額を減額するものとする。 

 〔同左〕 

第２条 公営住宅法（以下「法」という。）

第１６条第１項本文の規定による公営住宅

の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲

げる数値を乗じた額（当該額が近傍同種の

住宅の家賃の額を超える場合にあつては、

近傍同種の住宅の家賃の額）とする。 

 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第８条 〔略〕 

２ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

 

第１１条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 



 表 〔略〕 

 （家賃等の端数計算） 

第１６条 第２条第１項若しくは第８条第２

項の規定により公営住宅の家賃を算定する

場合又は第３条第１項の規定により近傍同

種の住宅の家賃を算定する場合において、

その額に１００円未満の端数があるとき、 

 又はその全額が１００円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

２ 第１２条の規定により家賃を減額する場

合において、その減額の額に１００円未満

の端数があるとき、又はその全額が１００

円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を１００円に切り上げる。 

 表 〔略〕 

 〔同左〕 

第１５条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

２ 第１１条の規定により家賃を減額する場

合において、その減額の額に１００円未満

の端数があるとき、又はその全額が１００

円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を１００円に切り上げる。   

【施行期日】平成２９年７月２６日 

 

※公営住宅法施行規則の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前   
 （法第１６条第４項の国土交通省令で定め

る者） 

第８条 法第１６条第４項の国土交通省令で

定める者は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）

  第５条の２第１項に規定する認知症であ

る者 

 ⑵ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第

３７号）にいう知的障害者 

 ⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和２５年法律第１２３号）第５

条に規定する精神障害者（前号に掲げる

者を除く。） 

 ⑷ 前３号に掲げる者に準ずる者 

 （法第１６条第４項の国土交通省令で定め

る方法） 

第９条 法第１６条第４項の国土交通省令で

定める方法は、入居者の雇主、取引先その

他の関係人に報告を求める方法又は官公署

に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内

容を記録させることを求める方法とする。 

 （法第２７条第５項の規定による承認） 

第１１条 事業主体は、次の各号のいずれか

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第１０条 〔同左〕 



に該当する場合においては、法第２７条第

５項の規定による承認をしてはならない。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 （法第２７条第６項の規定による承認） 

第１２条 事業主体は、次の各号のいずれか

に該当する場合においては、法第２７条第

６項の規定による承認をしてはならない。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 当該承認を受けようとする者に係る当

該承認の後における収入が令第９条第１

項に規定する金額（法第２９条第２項の

規定により事業主体が条例で公営住宅の

明渡しの請求に係る収入の基準を別に定

める場合にあつては、当該条例で定める

金額）を超える場合 

 ⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１１条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 当該承認を受けようとする者に係る当

該承認の後における収入が令第９条第１

項に規定する金額を超える場合 

 

 

 

 

 ⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕   

【施行期日】平成２９年７月２６日 


